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Ⅰ 唐津市の内部統制の概要 

 

１ 唐津市内部統制基本方針 

    地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５０条第2項の規定により、唐津市では令和３年４月１日に

「唐津市内部統制基本方針」（以下「方針」という。）を策定し、この方針に基づき全庁をあげて内部統制

に取り組んでいます。 

 

唐津市内部統制基本方針 

  
平成２９年の地  治法 部改正の趣旨を踏まえ、住 の福祉の増進を図ることを基本

とする組織目的が達成されるよう、組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとし
て識別及び評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保するため、次の取組
を推進します。 

 
１ 内部統制の目的と定義 
  次に掲げる内部統制の目的を達成するよう、組織的に取り組みます。 

 目的 定義 

１ 
業務の効率的かつ効
果的な遂行 

業務の目的の達成に向け、効率的かつ効果的にその業務を遂行
すること。 

２ 
財務報告等の信頼性
の確保 

組織の財務報告又は非財務報告に重要な影響を及ぼす可能性の
ある情報の信頼性を確保すること。 

３ 
業務に関わる法令等
の遵守 

業務に関わる法令その他の規範を遵守すること。 

４ 資産の保全 
資産の取得、使用及び処分が正当な手続及び承認の下に行われ
るよう、資産の保全を図ること。 

 
２ 内部統制の対象とする事務 
  当該方針は、地方自治法第１５０条第２項に規定する方針とし、内部統制の対象とする

事務は財務に関する事務とします。 
 
３ 内部統制の有効性の確保 
  内部統制を組織的に推進し、有効に機能するよう、全庁的な推進・評価体制を構築する

とともに、監査委員との連携を図り、内部統制に関する情報共有や意見交換等を行います。 
 
４ 内部統制の見直し 

内部統制の整備状況及び運用状況、内部統制評価報告書並びに監査委員からの指摘等を
踏まえ、柔軟に内部統制の見直しを行います。 

 
                     令和３年４月 

唐津市  峰 達郎 
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２ 唐津市の内部統制の体制及び取組について 

令和３年４月１日に策定した「唐津市内部統制基本方針」に基づき、本市における内部統制の円滑な

実施を図るために遵守すべき事項等を定めた「唐津市内部統制事務処理マニュアル」を策定しました。 

(1) 全庁的な体制 

市長を最終責任者とし、課室等（以下「課等」という。）の所属長が各課内の職員から内部統制担当

職員を選任して、内部統制への取組を行います。 

(2) 内部統制の推進及び評価 

      各課の職員においてリスク対応策を実践するとともに、内部統制担当職員においては日々の業務に

関するチェック（モニタリング）を実施し、整備状況及び運用状況の自己評価を行います。 

また、各部局等の庶務を掌る担当副部長（市民センターにおいては市民センター長、以下「庶務担当

副部長」という。）は、所管する課等の内部統制担当職員が評価した結果を踏まえ、整備状況及び運用

状況の評価を行います。 

(3) リスク評価シート等の提出及び各部局等内における評価結果の情報共有 

    各部局等の庶務担当副部長は、評価期間終了後、ただちに「リスク評価シート（様式１）」を行政マネ

ジメント課へ提出します。 

必要に応じ、評価結果について部局等で情報を共有しリスク対応策を実践します。 

    なお、整備状況及び運用状況の評価において「重大な不備」と判断した場合は、「重大な不備に係

る対応（様式２）」を作成し、行政マネジメント課へ提出します。 

(4) 部長会への報告及び意見交換 

      行政マネジメント課は、各部局等から提出された資料をとりまとめ、内部統制評価報告書を作成後、

部長会議にて報告します。 

部長会議において、重大な不備等について意見交換等を行い、次期の取組に役立てていきます。 

  (5) 監査委員による審査 

      監査委員へ内部統制評価報告書の審査を依頼し、評価が適切に行われたか、報告した不備が適切

に判断されているか審査結果の意見が付されます。 

  (6) 市議会への報告 

      監査委員の意見を付した内部統制評価報告書を議会へ提出します。 

(7) 内部統制評価報告書の公表等 

      行政マネジメント課は、全職員に対し、監査委員の意見を付した内部統制評価報告書を周知するとと

もに、市ホームページにて市民に公表します。 
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  (8) 推進体制 

 

 

 (9) 内部統制の取組 

      内部統制は、ＰＤＣＡサイクルを回すことで、毎年度少しずつ向上させていくことが重要であり、継続

的に実施していきます。 
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Ⅱ 内部統制の評価 

 

１ 全庁的な内部統制に関する事項 

「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」（平成３１年３月総務省公表）の「地

方公共団体の全庁的な内部統制の評価の基本的考え方及び評価項目」に基づき実施した評価項目ごと

の取組等については次のとおりです。 

 

全庁的な内部統制（評価項目及び対応策） 

統制環境 

評価の基本的な考え方 評価項目 実施事項（対応策） 

１ 長は、誠実性と倫理観に

対する姿勢を表明している

か。 

1-1 長は、地方公共団体

が事務を適正に管理及び

執行する上で、誠実性と倫

理観が重要であることを、

自らの指示、行動及び態度

で示しているか。 

・部長会議等で、市長等のメッセージを発信するとともに、庁内の

情報を共有している。 

・内部統制の組織的な取組の方向性を示した内部統制に関する方

針を策定し、公表・周知をしている。 

・市長を内部統制最終責任者とする体制の整備を行い、内部統制

の推進を図っている。 

（主な取組み、規則等） 

・唐津市庁内連絡会議規程 

・唐津市内部統制基本方針 

・唐津市内部統制事務処理マニュアル 

1-2 長は、自らが組織に求

める誠実性と倫理観を職員

の行動及び意思決定の指

針となる具体的な行動基準

等として定め、職員及び外

部委託先、並びに、住民等

の理解を促進しているか。 

・職員の職務に係る倫理の保持に関する必要な事項を定めること

により、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くよ

うな行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保す

ることを目的とした基準を定めている。 

・令和３年４月に唐津市内部統制基本方針を策定し、同年４月１日

付けで市が規定する掲示板に掲載し公表した。 

・内部統制を具体的に実施するにあたり、基本方針やマニュアルを

作成し職員への周知を図っている。 

（主な取組み、規則等） 

・唐津市職員倫理行動基準 

・唐津市行動規範 

・唐津市内部統制基本方針 

・唐津市内部統制事務処理マニュアル 

1-3 長は、行動基準等の遵

守状況に係る評価プロセス

を定め、職員等が逸脱した

場合には、適時にそれを把

握し、適切に是正措置を講

じているか。 

・公務員倫理の保持及び服務規律の確保を図るため、職員の懲戒

の手続及び効果に関し必要な事項及び、懲戒処分を厳正かつ公

平に行うため必要な基準を定めている。 

・各課で不備が発生した場合の報告及びリスク対応策等の整備又

は見直しについて定め、実施している。 

（主な取組み、規則等） 

・唐津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例 

・唐津市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 
・唐津市職員の分限及び懲戒に関する審議委員会規程 
・唐津市内部統制事務処理マニュアル 
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評価の基本的な考え方 評価項目 実施事項（対応策） 

２ 長は、内部統制の目的を

達成するに当たり、組織構

造、報告経路および適切な

権限と責任を確立している

か。 

 

2-1 長は、内部統制の目的

を達成するために適切な組

織構造について検討を行っ

ているか。 

・市の組織、分掌事務、職制等について規則等を定めている。 

・唐津市内部統制事務処理マニュアルにおいて各部局等の庶務

担当課を所管する副部長を評価者として役割を規定している。 

（主な取組み、規則等） 

・唐津市部設置条例 

・唐津市事務分掌規則 

・唐津市内部統制事務処理マニュアル 

２－２ 長は、内部統制の目

的を達成するため、職員、部

署及び各種の会議体等に

ついて、それぞれの役割、責

任及び権限を明確に設定

し、適時に見直しを図ってい

るか。 

・内部統制の円滑な実施を図るため、唐津市内部統制事務処理マ

ニュアルにて、各役割を規定している。 

・全庁的に内部統制を推進し、全庁的に情報共有するため、部長会

議に報告し、重大な不備等について意見交換等を行い、次期の

取り組みに役立てていくこととしている。 

・長の権限に属する事務を分掌させるため、唐津市部設置条例、唐

津市事務分掌規則、事務分担により定めている。 

・決裁処理の責任の明確化及び事務処理の能率化を図るため、長

の決裁事項及び副市長以下の専決事項等を事務決裁規程によ

り定めている。 

（主な取組み、規則等） 

・唐津市内部統制事務処理マニュアル 

・唐津市庁内連絡会議規程 

・唐津市副市長の事務分担及び市長の職務を代理する副市長の

順序を定める規則 

・唐津市事務分掌規則 

・唐津市事務決裁規程 

３ 長は、内部統制の目的を

達成するにあたり、適切な人

事管理及び教育研修を行っ

ているか。 

 

３－１ 長は、内部統制の目

的を達成するために、必要

な能力を有する人材を確保

及び配置し、適切な指導や

研修等により能力を引き出

すことを支援しているか。 

・目指すべき職員像や求められる能力を明確にし、人事管理の方

策や職員の能力開発の取り組みを示すことにより、職員の意識改

革を図り、さらにレベルの高い行政サービスを提供できる職員を

育成することを目標に策定された唐津市人材育成基本方針に基

づき、職員の人材育成を進めている。 

（主な取組み、規則等） 

・唐津市人材育成基本方針 

３－２ 長は、職員等の内部

統制に対する責任の履行に

ついて、人事評価等により

動機付けを図るとともに、逸

脱行為に対する適時かつ適

切な対応を行っているか。 

 

・唐津市職員人事評価実施規程により、統一的基準で公正かつ客

観的に評価する仕組みとなっている。人事評価シートでは信頼さ

れる行動の項目で、全体の奉仕者としての高い倫理感や責任感

を有した業務の遂行、法令や服務規律を遵守した公正な職務遂

行が明記されている。 

・公務員倫理の保持及び服務規律の確保を図るため、職員の懲戒

の手続及び効果に関し必要な事項及び、懲戒処分を厳正かつ公

平に行うため必要な基準を定めている。 

（主な取組み、規則等） 

・唐津市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 

・唐津市職員人事評価実施規程 

・唐津市職員倫理行動基準 
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リスクの評価と対応 

評価の基本的な考え方 評価項目 実施事項（対応策） 

４ 組織は、内部統制の目的

に係るリスクの評価と対応

ができるように、十分な明確

さを備えた目標を明示し、リ

スク評価と対応のプロセス

を明確にしているか。 

 

4-1 組織は、個々の業務に

係るリスクを識別し、評価と

対応を行うため、業務の目

的及び業務に配分すること

のできる人員等の資源につ

いて検討を行い、明確に示

しているか。 

・個々の業務の役割（事務分担）は、各課室等において毎年度作成

している。 

・リスク対応策の整備において、リスク管理手順で、リスク対応策を

実施する主体を明示するように規定している。 

・予算編成・執行体制づくりの開始時に、基本的な考え方（施策推

進、予算編成、所管部の重点方針）を示し、予算案を示している。 

（主な取組み、規則等） 

・唐津市総合計画 

・唐津市内部統制事務処理マニュアル 

・唐津市職員定員管理計画 

4-2 組織は、リスクの評価

と対応のプロセスを明示す

るとともに、それに従ってリ

スクの評価と対応が行われ

ることを確保しているか。 

・唐津市内部統制事務処理マニュアルにより、内部統制の実施に

必要な体制や、役割について規定している。 

・リスクの識別及び対応策の整備の方法や、発生したリスクの事例

報告書の作成・報告及びリスク管理の自己評価を実施するよう規

定している。 

（主な取組み、規則等） 

・唐津市内部統制事務処理マニュアル 

５ 組織は、内部統制の目的

に係るリスクについて、それ

らを識別し、分類し、分析し、

評価するとともに、評価結果

に基づいて、必要に応じた

対応をとっているか。 

5-1 組織は、各部署におい

て、当該部署における内部

統制に係るリスクの識別を

網羅的に行っているか。 

・各課室等は、リスクの識別及び対応策の整備について、全ての事

務分掌を対象に、過去にリスクが発生したもの、リスクが発生した

際に市民や事業者に影響するものを中心に、リスクの識別作業を

行っている。 

（主な取組み、規則等） 

・唐津市内部統制事務処理マニュアル 

5-2 組織は、識別されたリ

スクについて、以下のプロセ

スを実施しているか。 

(1) リスクが過去に経験し

たものであるか否か、全

庁的なものであるか否か

を分類する 

(2) リスクを質的及び量的

（発生可能性と影響度）

な重要性によって分析す

る 

(3) リスクに対していかな

る対応策をとるかの評価

を行う 

(4) リスクの対応策を具体

的に特定し、内部統制を

整備する 

・過去に経験したリスクか否か、全庁的なものか否かを判定し、発

生可能性と影響度（質的重要性を反映）により分析するよう規定

している。 

(1) 抽出したリスクについて、過去の事務処理ミス等、過去の財務

指摘事項の有無について確認する。 

(2) 抽出したリスクについて、質的及び量的重要性の面からリス

ク評価する。 

(3) 抽出したリスクについて、整備状況を確認し、自己評価を行

う。リスク評価や自己評価結果を踏まえ、優先的に対応するリス

クを決定し、対応策を整備する。 

(4) 対応策の策定にあたっては、「責任者」等を明確にした上で、

それぞれの業務において適正に機能するよう具体的な方法や仕

組みを検討する。 

（主な取組み、規則等） 

・唐津市内部統制事務処理マニュアル 
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評価の基本的な考え方 評価項目 実施事項（対応策） 

 5-3 組織は、リスク対応策

の特定に当たって、費用対

効果を勘案し、過剰な対応

策をとっていないか検討す

るとともに、事後的に、その

対応策の適切性を検討して

いるか。 

・各リスクに対し、どのような対応策をとるのか検討し、リスクに対

応するための例規等を特定することとしている。 

・必要に応じ、適宜、関連する規則等の改訂を行うよう規定してい

る。 

・定期監査等において指摘された事項については、その都度リスク

に追加し、対応策の見直したうえで是正に向け取り組むこととし

ている。 

（主な取組み、規則等） 

・唐津市内部統制事務処理マニュアル 

６ 組織は、内部統制の目的

に係るリスクの評価と対応

のプロセスにおいて、当該

組織に生じうる不正の可能

性について検討している

か。 

 

6-1 組織において、自らの

地方公共団体において過去

に生じた不正及び他の団体

等において問題となった不

正等が生じる可能性につい

て検討し、不正に対する適

切な防止策を策定するとと

もに、不正を適時に発見し、

適切な事後対応策をとるた

めの体制の整備を図ってい

るか。 

・各課室等の事務において、過去にリスクが発生したものについ

て、リスク評価シートに記載している。 

・リスクが発生したときは、対応策について再検討するとともに、必

要に応じ事例報告書を作成し、内部統制最終責任者へ報告する

ようにしている。 

・報告された不備や各課が受けた監査指摘等で各課室等でも発

生する可能性が高いものについては全庁に周知し、再発防止を

促す。 

・各課室等において、他市で発生した不正等についての情報を収

集し、本市においても発生可能性があるかどうかの検討を行って

いる。 

（主な取組み、規則等） 

・唐津市内部統制事務処理マニュアル 

 

統制活動 

評価の基本的な考え方 評価項目 実施事項（対応策） 

７ 組織は、リスクの評価及

び対応において決定された

対応策について、各部署に

おける状況に応じた具体的

な内部統制の実施とその結

果の把握を行っているか。 

 

7-1 組織は、リスクの評価

と対応において決定された

対応策について、各部署に

おいて、実際に指示通りに

実施されているか。 

 

・内部統制推進担当からの依頼に基づき、各課室等において内部

統制担当職員を選任し、対応策の実行を行っており、整備上及び

運用上の不備の有無について評価している。 

（主な取組み、規則等） 

・唐津市内部統制事務処理マニュアル 

7-2 組織は、各職員の業務

遂行能力及び各部署の資

源等を踏まえ、統制活動に

ついてその水準を含め適切

に管理しているか。 

 

・社会情勢や財政状況を踏まえ、限られた経営資源の中で、各種

計画等の事業を着実に推進していくために、「スクラップ・アンド・

ビルド」を基本とした効率的・効果的な執行体制づくりを検討し推

進している。 

（主な取組み、規則等） 

・唐津市職員定員管理計画 

・予算編成方針 
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評価の基本的な考え方 評価項目 実施事項（対応策） 

８ 組織は、権限と責任の明

確化、職務の分離、適時か

つ適切な承認、業務の結果

の検討等についての方針及

び手続を明示し適切に実施

しているか。 

 

8-1 組織は、内部統制の目

的に応じて、以下の事項を

適切に行っているか。 

(1) 権限と責任の明確化 

(2) 職務の分離 

(3) 適時かつ適切な承認 

(4) 業務の結果の検討 

・唐津市事務分掌規則、唐津市事務決裁規程により各課の権限等

を規定しており、個々の業務の役割分担は、各課室等において検

討し、課員の事務分担を決定している。 

・建設工事等の監督者や検査員等について、任務や分掌事務が明

確に規定している。 

・唐津市事務決裁規程に基づき、事務の執行を行っている。 

（主な取組み、規則等） 
・唐津市副市長の事務分担及び市長の職務を代理する副市長の

順序を定める規則 
・唐津市事務分掌規則 

・唐津市事務決裁規程 
・唐津市建設工事の監督及び検査に関する規程 

8-2 組織は、内部統制に

係るリスク対応策の実施

結果について、担当者によ

る報告を求め、事後的な

評価及び必要に応じた是

正措置を行っているか。 

・リスク対応策の実施結果について、各部局の庶務担当課を所

管する副部長は、各課室等が提出したリスク評価シートをとり

まとめ、必要に応じ、担当者へ聞き取りや記録の検証等を行っ

たうえで、客観的な立場から、自己評価の有効性について評

価するよう規定している。 

・重大な不備等があった場合は、必要に応じ所属長に説明を求

め、今後の業務遂行において改善に結びつけるよう、指導、助

言を行うこととしている。 

（主な取組み、規則等） 

・唐津市内部統制事務処理マニュアル 

 

情報と伝達 

評価の基本的な考え方 評価項目 実施事項（対応策） 

９ 組織は、内部統制の目

的に係る信頼性のある十

分な情報を作成している

か。 

 

9-1 組織は、必要な情報

について、信頼ある情報が

作成される体制を構築し

ているか。 

・唐津市文書規程等により、文書の作成、取得、分類、記録、整理、

保存及び廃棄など基本的な事項を定め、文書の適正な管理を図

っている。 

・決裁責任を明確化にし、事務処理の能率化を図るため、専決事

項等を定めている。 

（主な取組み、規則等） 

・唐津市文書規程 

・文書事務の手引き 

・唐津市副市長の事務分担及び市長の職務を代理する副市長の

順序を定める規則 

・唐津市事務決裁規程 
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評価の基本的な考え方 評価項目 実施事項（対応策） 

 9-2 組織は、必要な情報に

ついて、費用対効果を踏ま

えつつ、外部からの情報を

活用することを図っている

か。 

・市民の意見、要望、提案、苦情等を受け止め、迅速な回答を行うと

ともに、本市の施策・事業にいかすことにより、市民満足度の向上

に役立てている。 
・唐津市行政改革推進会議において、社会経済情勢の変化に対応

し、本市の行財政運営の健全化、効率化その他の行政改革の推

進に関し意見を求めている。 

・パブリックコメント手続に関し必要な事項を定め、市の政策形成

過程における公正性及び透明性の向上を図り、市民の市政への

参画及び開かれた市政の推進に資することとしている。 

・市民の要望等に対し検討を行い、市民サービスの向上を図るとと

もに、業務改善に繋げるようにしている。 
（主な取組み、規則等） 

・唐津市へのご意見、ご提案 

・意見箱 

・唐津市行政改革推進会議設置要綱 

・唐津市パブリックコメント手続実施要綱 

9-3 組織は、住民の情報を

含む、個人情報等について、

適切に管理を行っている

か。 

・唐津市個人情報の取扱いに関する管理規程に基づき、個人情報

を適切に扱っている。 

・実施機関が個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託す

る場合において、留意事項等を定めている。 

（主な取組み、規則等） 

・唐津市個人情報の保護に関する法律施行細則 

・唐津市個人情報の取扱いに関する管理規程 

・唐津市個人情報取扱事務業務委託基準 

10 組織は、組織内外の情

報について、その入手、必要

とする部署への伝達及び適

切な管理の方針と手続を定

めて実施しているか。 

 

10-1 組織は、作成された

情報及び外部から入手した

情報が、それらを必要とする

部署及び職員に適時かつ

適切に伝達されるような体

制を構築しているか。 

・唐津市グループウェア（ネットワーク）を整備している。 

・庁舎内に文書の集配所を設置し、外部からの郵便を収受し、庁内

各部署への配布を行うとともに、職員による集配及び交換を行っ

ている。 

・市民からの意見・提案等の受付から回答の周知までの一連の処

理を、広聴広報課で統括して管理している。 

（主な取組み、規則等） 

・唐津市へのご意見、ご提案 

10-2 組織は、組織内にお

ける情報提供及び組織外か

らの情報提供に対して、か

かる情報が適時かつ適切

に利用される体制を構築す

るとともに、当該情報提供を

したことを理由として不利な

取扱いを受けないことを確

保するための体制を構築し

ているか。 

・公平・公正な職務執行と市政運営の透明性を図るために、職員

等が知り得た職務上の違法な行為等に関して、内部通報を受け

る公益通報制度を設けている。 

・職員からの公益通報を適正に処理するため、唐津市内部公益通

報調査委員会を設置することしている。 

（主な取組み、規則等） 

・唐津市内部公益通報に関する要綱 

・唐津市内部公益通報調査委員会 
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モニタリング 

評価の基本的な考え方 評価項目 実施事項（対応策） 

11 組織は、内部統制の基

本的要素が存在し、機能し

ていることを確かめるため

に、日常的モニタリングおよ

び独立的評価を行っている

か。 

 

11-1 組織は、内部統制の

整備及び運用に関して、組

織の状況に応じたバランス

の考慮の下で、日常的モニ

タリングおよび独立的評価

を実施するとともに、それに

基づく内部統制の是正及び

改善等を実施しているか。 

・関係課室等による合議・審査の際のチェックや内部統制の自己

評価を行うなど日常的モニタリングを行っており、そこで発見され

た不備は、改善することとしている。 

・評価担当が、自己評価結果の確認やリスクの発生状況等を踏ま

え、客観的に評価を行うこととしている。 

・評価の結果を踏まえ、次年度のリスク対応策を整備することとし

ている。 

・内部統制推進担当課において、必要に応じたモニタリングを実施

することとしている。 

・定期監査、例月出納検査等にて指摘を受けた事案については全

庁で情報共有するとともに、是正及び改善等を行っている。 

（主な取組み、規則等） 

・唐津市内部統制事務処理マニュアル 

・定期監査、例月出納検査の結果を受けて、再発防止策を全庁へ

周知する。 

11-2 モニタリング又は監

査委員等の指摘により発見

された内部統制の不備につ

いて、適時に是正及び改善

の責任を負う職員へ伝達さ

れ、その対応状況が把握さ

れ、モニタリング部署又は監

査委員等に結果が報告され

ているか。 

・監査委員からの指摘された事案については、講じた措置等を監

査委員に報告している。 

・監査委員事務局からの問題点及び指導事項について、関係課へ

情報共有している。 

・各課室等の自己評価により対応策の不備が発見された場合に

は、関係課にて情報を共有し是正及び改善等を行っている。 

（主な取組み、規則等） 

・唐津市内部統制事務処理マニュアル 

・定期監査、例月出納検査の結果を受けて、再発防止策を全庁へ

周知する。 

 

ICT への対応 

評価の基本的な考え方 評価項目 実施事項（対応策） 

12 組織は、内部統制の

目的に係るICT 環境への

対応を検討するとともに、

ICT を利用している場合

には、ICTの利用の適切

性を検討するとともに、

ICT の統制を行っている

か。 

12-1 組織は、組織を取

り巻くＩＣＴ環境に関して、

いかなる対応を図るかに

ついての方針及び手続を

定めているか。 

・情報セキュリティポリシーの体系及び情報セキュリティ対策を定

め、唐津市の情報セキュリティの確保を目的に情報セキュリティ

基本方針を策定しており、所有する全ての情報資産の取扱につ

いて共通的に実施すべき手順を情報セキュリティ実施手順に定

めている。 

・遵守すべき情報セキュリティ対策手順を定めている。 

（主な取組み、規則等） 

・情報セキュリティ基本方針 

・情報セキュリティ対策基準 

・情報セキュリティ実施手順 
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評価の基本的な考え方 評価項目 実施事項（対応策） 

 12-2 内部統制の目的

のために、当該組織にお

ける必要かつ十分なＩＣＴ

の程度を検討した上で、

適切な利用を図っている

か。 

・電子ネットワークに係るセキュリティ対策を総合的に推進するた

め唐津市電子ネットワークセキュリティ連絡会議を設置し、セキュ

リティ対策の決定及び見直し、セキュリティ対策の遵守状況の確

認等を行っている。 

（主な取組み、規則等） 

・情報セキュリティ基本方針 

・情報セキュリティ対策基準 

・情報セキュリティ実施手順 

 12-3 組織は、ＩＣＴの全

般統制として、システムの

保守及び運用の管理、シ

ステムへのアクセス管理

並びにシステムに関する

外部業者との契約管理を

行っているか。 

・情報セキュリティ管理者において、情報セキュリティ監査によ

る報告書等から、システムに係るサービス等の信頼性につい

て総合的、客観的に評価し、判断することとしている。 

・情報システムの運用、保守等を外部委託する場合には、外部委託

事業者との間で必要に応じて情報セキュリティ要件を明記した契

約を締結することとしている。 

・情報セキュリティ管理者等は、ネットワーク及び情報システムの開

発・保守等を外部委託事業者に発注する場合、外部委託事業者

から再委託を受ける事業者も含めて、情報セキュリティポリシー

等のうち外部委託事業者が守るべき内容の遵守及びその機密事

項の説明を行わなければならないと規定している。 

（主な取組み、規則等） 

・情報セキュリティ基本方針 

・情報セキュリティ対策基準 

・情報セキュリティ実施手順 

 12-4 組織は、ＩＣＴの業

務処理統制として、入力さ

れる情報の網羅性や正確

性を確保する統制、エラー

が生じた場合の修正等の

統制、マスター・データの

保持管理等に関する体制

を構築しているか。 

・情報セキュリティ対策基準及び情報セキュリティ実施手順に

おいて、データの取り扱い、入力チェック等のセキュリティ対

策、管理体制について規定している。 

（主な取組み、規則等） 

・情報セキュリティ基本方針 

・情報セキュリティ対策基準 

・情報セキュリティ実施手順 

 

２ 全庁的な内部統制の評価 

全庁的な内部統制について、評価基準日時点及び評価対象期間における評価を行いました。 

その結果、６つの基本的要素である「統制環境」、「リスクの評価と対応」、「統制活動」、「情報と伝達」、

「モニタリング」及び「ICT への対応」について、整備上及び運用上の不備は確認されませんでした。 
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３ 業務レベルの内部統制に関する事項 

(1) 各課室等による自己評価 

      各課室等は、リスク評価シートに記載されているリスク対応策における「整備上の不備」及び「運用

上の不備」の有無について、自己評価を実施しました。 

  (2) 自己評価の有効性についての評価 

      各部局の庶務担当課を所管する副部長は、各課室等が提出したリスク評価シートをとりまとめ、客観

的な立場から自己評価における不備の有無の把握及び不備がある場合には当該不備が重大な不備

に当たるかどうか判断を行い、有効性についての評価を実施しました。 

      評価の結果は次のとおりです。 

整備上の不備 運用上の不備 計 

0 件 １３４件（うち重大４件） １３４件（うち重大４件） 

  (3) 発生した不備 

      各課室等から報告された不備について、①不備の種類 ②発生原因 ③再発防止策の分類を行い

ました。 

① 不備の種類 

分類 不備の種類 主な内容 件数 

収入 過大徴収・過少徴収 使用料又は手数料の二重徴収 ７ 

収入科目誤り 誤った収入科目への調定 １ 

調定書の作成漏れ、誤り 調定書作成の失念 

市金庫への現金納入遅延 
4 

現金出納簿・領収書の不備 使用済みの現金領収帳の会計課返却を失念 

現金領収帳の頁を毀損 
７ 

支出 過大支出・過少支出 同一委員への旅費の二重支給 

職員手当の過大・過少支給 
4 

支出科目誤り 誤った事業費又は科目から支出 ３ 

振込先口座の誤り 取引先の口座情報を誤って登録又は入力 ８ 

旅費の算定誤り 往復割引切符の利用を失念 １ 

補助金交付事務の誤り 補助対象外経費への補助 

実績報告書の確認漏れ 
１６ 

誤った請求書の収受 請求金額を誤った請求書を収受 ２ 

支払遅延 支払いの失念 ２６ 

精算事務遅延 精算事務の失念 ５ 

職員による立替払 釣銭の交付申請を失念 ３ 

契約 随意契約事務の誤り 分割発注と疑われかねない契約 ２ 

契約事務の誤り 委託内容が確認できない実績報告書の収受 

必要書類の作成漏れ 
32 

財産 固定資産台帳の作成、更新漏れ 公有財産の登録漏れ ２ 

備品台帳の作成、更新漏れ 備品の登録漏れ、処分手続の失念 ３ 

その他 その他 補助金の過大受入、システム内の日付誤り等 8 

計 １３４ 
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② 発生の主な原因 

原因 件数 割合（％） 

根拠法令等の認識不足 ４３ 32.1 

不十分な進捗管理 １１ 8.2 

不注意、失念、確認不足（チェックミス） ８０ 59.7 

合計 134 100.0 

 

③ 再発防止策 

再発防止策の種別 件数 割合（％） 

根拠法令等の遵守 34 25.4 

確認の徹底、情報共有 40 29.9 

チェックリストの作成 18 13.4 

複数人による確認 42 31.3 

合計 134 100.0 

 

４ 業務レベルの内部統制の評価 

業務レベルの内部統制について、評価基準日時点及び評価対象期間における評価を行いました。 

その結果、整備上の不備は確認されませんでしたが、運用上の不備１３４件のうち、重大な不備を４件

確認したため、一部有効に運用されていませんでした。 

重大な不備に係る対応については次のとおりです。 
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【様式２】 

 

≪事案１≫契約事務の誤り 

重大な不備に係る対応 

 

【福祉こども部 障がい者支援課】 

不 備 の 種 類 １．整備状況     ２．運用状況 

質 的 重 要 性 － 

発   生   日 平成 30 年 4 月 1 日 

覚   知    日 令和 5年 10 月 4 日（こども家庭庁及び厚生労働省通知日） 

概      要 唐津市で実施している障害者相談支援事業は、これまで社会福祉法に基づ

く社会福祉事業に該当するものとして、消費税を非課税とする取扱いを続

けてきたが、令和 5年 10月 4 日に発出された国の通知により、当該事業が

課税対象であると明確に示されたため、受託事業者に対し消費税等相当額

を支払ったもの。 

原      因 消費税法で非課税とされる社会福祉法上の社会福祉事業に該当すると誤認

していたため。 

影      響 受託事業者の過去 3 か年分の修正申告に伴い、消費税、延滞税及び加算税

の支払いが発生し、市が負担した。 

再 発 防 止 策 

（対応策） 

各事業に係る関係法令等の確認を徹底し、不明な点があれば税務署等に問

い合わせ等を適宜行い、見解の相違がないよう努める。 

再発防止策実施日 

（対応策実施日） 

令和 6年 4月 1日 
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【様式２】 

 

≪事案１≫契約事務の誤り 

重大な不備に係る対応 

 

【福祉こども部 生活支援課】 

不 備 の 種 類 １．整備状況     ２．運用状況 

質 的 重 要 性 － 

発   生   日 平成 31 年 4 月 1 日 

覚   知    日 令和 5年 10 月 4 日（厚生労働省通知日） 

概      要 唐津市で実施している生活困窮者自立支援事業は、これまで社会福祉法に

基づく社会福祉事業に該当するものとして、消費税を非課税とする取扱い

を続けてきたが、令和 5年 10月 4日に発出された国の通知により、当該事

業が課税対象であると明確に示されたため、受託事業者に対し消費税等相

当額を支払ったもの。 

原      因 消費税法で非課税とされる社会福祉法上の社会福祉事業に該当すると誤認

していたため。 

影      響 受託事業者の過去 5 か年分の修正申告に伴い、消費税及び延滞税の支払い

が発生し、市が負担した。 

再 発 防 止 策 

（対応策） 

各事業に係る関係法令等の確認を徹底し、不明な点があれば税務署等に問

い合わせ等を適宜行い、見解の相違がないよう努める。 

再発防止策実施日 

（対応策実施日） 

令和 6年 8月 30 日 
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【様式２】 

 

≪事案３≫契約事務の誤り 

重大な不備に係る対応 

 

【健康づくり部 地域包括ケア推進課】 

不 備 の 種 類 １．整備状況     ２．運用状況 

質 的 重 要 性 － 

発   生   日 平成 31 年 4 月 1 日 

覚   知    日 令和 5年 12 月（他事業の消費税誤認についての報道等により） 

概      要 唐津市で実施している介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務（ケ

アプラン作成等）は、社会福祉法人等に委託した場合、これまで消費税法

に基づく非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等に該当するものとし

て、消費税を非課税とする取扱いを続けてきたが、令和 5年 10月 4日に発

出された国の通知を受け当該事業についても調査した結果、消費税法施行

令に基づく非課税範囲に該当しないことが確認されたため、受託事業者に

対し消費税等相当額を支払ったもの。 

原      因 消費税法で非課税とされる介護保険に係る資産の譲渡等に該当すると誤認

していたため。 

影      響 受託事業者の過去 5 か年分の修正申告に伴い、消費税、延滞税及び加算税

の支払いが発生し、市が負担した。 

再 発 防 止 策 

（対応策） 

各事業に係る関係法令等の確認を徹底し、不明な点があれば税務署等に問

い合わせ等を適宜行い、見解の相違がないよう努める。 

再発防止策実施日 

（対応策実施日） 

令和 6年 4月 1日 
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【様式２】 

 

≪事案４≫契約事務の誤り 

重大な不備に係る対応 

 

【健康づくり部 地域包括ケア推進課】 

不 備 の 種 類 １．整備状況     ２．運用状況 

質 的 重 要 性 － 

発   生   日 平成 31 年 4 月 1 日 

覚   知    日 令和 6年 7月 19 日（九州厚生局に確認） 

概      要 唐津市で実施している地域住民グループ支援事業は、これまで消費税法に

基づく社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものとして、

消費税を非課税とする取扱いを続けてきたが、令和 5年 10月 4日に発出さ

れた国の通知を受け当該事業についても調査した結果、介護保険法に基づ

く地域支援事業の任意事業として運用しており、消費税法施行令に基づく

非課税範囲に該当しないことが確認されたため、受託事業者に対し消費税

等相当額を支払ったもの。 

原      因 消費税法で非課税とされる社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に

類するものと誤認していたため。 

影      響 受託事業者の過去 5 か年分の修正申告に伴い、消費税及び延滞税の支払い

が発生し、市が負担した。 

再 発 防 止 策 

（対応策） 

各事業に係る関係法令等の確認を徹底し、不明な点があれば税務署等に問

い合わせ等を適宜行い、見解の相違がないよう努める。 

再発防止策実施日 

（対応策実施日） 

令和 7年 1月 1日 

 


